
一般社団法人尾道薬剤師会 定款 
 

第１章 総則 

 
（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人尾道薬剤師会「以下本会という」と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、主たる事務所を広島県尾道市に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、薬剤師としての倫理の向上、薬学の進歩を図ると共に地域社会の薬事衛生

に貢献する事により地域社会の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 薬剤師の倫理及び職能向上に関する事業 

（２） 薬業及び薬学教育の進歩発展に関する事業  

（３） 薬事衛生並びに公衆衛生の改善発達に関する事業  

（４） 地域医療に関する事業  

（５） 医療保険・介護保険、在宅医療並びに薬局業務に関する事業 

（６） 学校薬剤師に関する事業 

（７） 関係行政機関に対する協力事業 

（８） その他本会の目的達成に必要な事業 

（９） 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 

（公告） 

第５条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告をすることができない場合は、主たる事務所に掲示することにより行う。 

 

第２章 会員 

 
（会員の資格） 

第６条 本会は細則に定める地域に在住又は勤務する薬剤師であって、本会の目的に賛同し

入会したものをもって会員とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律「以下一般法人法という」上の社員とする。 

 

（入会） 

第７条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なけ

ればならない。 

 

（会費） 

第８条 会員は社員総会で定める入会金・会費等を納入しなければならない。 

 

 



（退会） 

第９条 会員は本会を退会しようとする時は、退会届を会長に提出しなければならない。 

２ 会員は次の号の１つに該当した時は退会したものとみなす。 

（１） 死亡した時 

（２） 会員が第６条に掲げる会員たる資格を喪失した時 

 

（除名） 

第１０条 会員が次の各号の１つに該当する時は、社員総会において出席者の３分の２以上の

同意を得て、除名することができる。 

（１） 本会の目的に著しく違背したとき 

（２） 犯罪、その他本会の信用を著しく損なうような行為があったとき 

（３） 正当な理由なくして会費を 1 年以上滞納し、催告に応じないとき 

（４） その他会員たる義務を怠ったとき 

２ 前項の議決に際しては、あらかじめ当該会員に対し当該事項について弁明する機会を与

えなければならない。 

 

（会費等の不返還） 

第１１条 既納の入会金・会費その他の拠出金は返還しない。 

 

（会員名簿） 

第１２条 本会は会員名簿を作成する。 

２ 会員は、氏名、住所、業務および勤務場所を変更した時はすみやかに本会に届け出なけ

ればならない。 

 

第 3 章 社員総会 

 
（社員総会） 

第１３条 社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度の

終了後３か月以内又は広島県薬剤師会定時総会終了後１か月以内に開催する。臨時社員

総会は必要に応じて開催する。 

 

（招集） 

第１４条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。 

２ 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに会員に対して発する。 

 

（機能） 

第１５条 社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１） 事業報告の承認 

（２） 予算及び決算の承認 

（３） 事業計画の承認 

（４） 役員の選任に関する事項 

（５） その他本会運営に関する重要な事項 

 

（議長） 

第１６条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故がある時は、社員総会におい



て議長を選出する。 

 

（定足数） 

第１７条 社員総会は会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

 

（議決） 

第１８条 社員総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意

をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。議決権は会員各１票とする。 

 

（書面表決等） 

第１９条 やむを得ない理由のために社員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された

事項について、書面により他の会員をもって代理人として表決を委任することができる。この

場合第１７条の規定の適用については、出席したものとみなす。 

 

（議事録）  

第２０条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、社員総会の日

から１０年間主たる事務所に備え置く。 

（１） 会議の日時及び場所 

（２） 会員の現在数 

（３） 社員総会に出席した会員の数、書面表決者数 

（４） 議決事項 

（５） 議事の経過および要領並びに発言者の発言要旨 

（６） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及び出席した会員の中から社員総会において選出された議事録署名

人２名以上が署名しなければならない。 

 

第４章 役員等 

 
（役員の設置等） 

第２１条 本会に次の役員を置く 

    理事 ３名以上２０名以内 

    監事 ２名 

２ 理事のうち 1 名を代表理事とし、会長とする。 

３ 理事のうち２名ないし３名を副会長とする。  

４ 理事及び監事は、兼任することはできない。 

 

（選任） 

第２２条 理事及び監事は、社員総会の議決によって選任する。 

２ 会長、副会長は、理事会の議決によって理事の中から選任する。 

３ 理事のうち、理事のいずれかの 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係

にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。 

 

（職務） 

第２３条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 



２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、そ

の職務を代行する。 

３ 理事は理事会を構成し、会務を執行する。 

４ 監事は会務の執行及び会計を監査し、その監査結果を社員総会において報告する。 

 

（任期） 

第２４条 役員の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の

時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 会長・副会長に欠員を生じたときは理事会においてすみやかに後任者を選定する。ただ

し、補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了または辞任により退任した後も、後任が就任するまでは、なお引き続きそ

の職務を行わなければならない。 

 

（解任） 

第２５条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会において出席者の

３分の２以上の同意を得て解任することができる。 

 

（報酬） 

第２６条 理事及び監事には、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。 

２ 前項の報酬等の総額及び支給の基準等は、総会において定める。 

 

（顧問） 

第２７条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問の委嘱期間は、委嘱した会長の任期満了の時までとする。 

４ 顧問は、会務について会長に意見を具申する。 

 

（職員） 

第２８条 本会の業務を処理するため職員を置くことができる。 

２ 職員の任免、給与、分限その他の事項は、理事会の議決を経て会長が定める。 

 

第５章 理事会 

 
（構成） 

第２９条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（開催） 

第３０条 理事会は会長が必要と認めたとき開催する。 

２ 理事は、会長に対して理事会の開催を請求することができる。 

３ 理事の過半数が必要と認めたとき、理事会を開催することができる。 

 

（招集） 

第３１条 理事会は、会長が招集する。 



２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、予め理事会の定める順序により副会長が

理事会を招集する。 

 

（機能） 

第３２条 理事会は、次の職務を行う。 

（１） 本会の業務執行の決定 

（２） 理事の職務執行の監督 

（３） 会長、副会長の選定 

（４） 社員総会に付議する事項の決定 

（議決） 

第３３条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第９６条（理事会の書面決議）の要件を満たしたとき

は、理事会の議決があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３４条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、１０年間主たる事

務所に備え置く。 

（１） 会議の日時及び場所 

（２） 理事の現在数 

（３） 出席理事の数及び氏名 

（４） 議案 

（５） 議事の決定事項 

（６） その他必要事項 

２ 議事録には、会長及び出席した理事のうちからその会議において選出された議事録署名

人が、署名又は記名押印しなければならない。 

 

第６章 部会及び委員会 
 

（部会の設置） 

第３５条 本会は理事会の承認を経て、職務部会及び委員会を設置することができる。 

２ 職務部会及び委員会に関する必要事項は別に定める。 

 

第７章 基金 
 

（基金の拠出） 

第３６条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

２ 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。 

３ 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を

清算人において別に定めるものとする。 

 

第８章 資産及び会計 
 

（資産の構成） 

第３７条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。 



 （１） 入会金・会費 

 （２） 補助金 

 （３） 寄付金品 

 （４） 事業に伴う収入 

 （５） 資産から生ずる収入 

 （６） その他の収入 
 

（資産の管理） 

第３８条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 

 

（経費の支弁） 

第３９条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 

（事業年度） 

第４０条 本会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの年１期とする。 

 

（予算及び決算） 

第４１条 本会の収支予算は、毎事業年度の定時社員総会の議決により定める。 

２ 予算及び収支決算は年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、社員総会の承認を受

けなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社

員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出するこ

とができる。 

４ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（剰余金の処分） 

第４２条 本会は剰余金の分配を行わない。 

 

第９章 定款の変更 
 

（定款の変更） 

第４３条 この定款は、社員総会において、出席者の３分の２以上の決議をもって変更すること

ができる。 

 

第１０章 解散及び残余財産の処分 
 

（解散） 

第４４条 本会を解散するには、社員総会において出席者の３分の２以上の賛成を要する。 

 

（残余財産の処分） 

第４５条 解散後の残余財産は社員総会の議決をもって、本会と類似の目的を持つ団体に寄

付するものとする。 

 

（清算人） 

第４６条 本会が解散したときは、会長、副会長、理事が清算人となる。ただし、社員総会の決

議により清算人を選任することができる。 



 

第１１章 附則 

 
（最初の事業年度） 

第４７条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成２７年３月３１日までとする。 

 

（法令の準拠） 

第４８条 本定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

（細則） 

第４９条 この定款の施行について必要な細則は、社員総会の議決を経て会長が定める。 

 

（設立時の主たる事務所） 

第５０条 本会の設立時の主たる事務所は、広島県尾道市天満町１３番１４号とする。 

 

(その他) 

第５１条 本会の設立により、尾道薬剤師会の会員及び財産は本会が継承する。 

 

（設立時の社員） 

第５２条 本会の設立時の社員は、次のとおりである。 

   設立時社員１    田邊 ナオ 

2    中 壽美 

3    児玉 信行 

4    工藤 重子 

 

（設立時理事等） 

第５３条 本会の設立時理事・代表理事及び監事は次のとおりとし、その任期は第２４条第１項

の規定にかかわらず、法人設立の登記後最初の事業年度のものに関する定時社員総会の

終結の時までとする。 

設立時理事      麻生 祐司 

同         安保 圭介 

同         伊駒 尊子 

同         井上 美智子 

同         恵谷 展幸 

同         奥濱 玉穂 

同         片渕 則彦 

同         串田 慎也 

同         下田 篤子 

同         田邊 ナオ 

同         友滝 恵子 

同         豊田 芳彦 

同         中  壽美 

同         平井 貴久美 

同         平田 和正 

同         横田 いつ子 



説立時代表理事   田邊 ナオ 

設立時監事      児玉 信行 

同         横田 進 

 

 

附  則                              （平成２６年 ７月 ５日議決） 

 

本定款は、平成２６年 ７月 ５日から施行し、平成２６年 ４月 １日から適用する。 

 

     附  則 

 

本定款は、令和 ４年 ７月 7 日に一部改正し、令和 ４年 ７月 8 日から適用する。  


